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（様式３） 

国立研究開発法人科学技術振興機構の中長期目標新旧対照表 

（案） 

（主務府省：文部科学省）（赤字・下線部分が追加・削除箇所） 

第 ４ 期 （ 変 更 後 ） 第 ４ 期（ 現 行 ）※令和 3年 3月 1日改正版 
＜中長期目標＞ 

目 次 

（序文） 

Ⅰ．政策体系における法人の位置づけ及び役割 

Ⅱ．中長期目標の期間 

Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 １. 未来を共創する研究開発戦略の立案・提言 （略） 

２．知の創造と経済・社会的価値への転換 

  ２．１．未来の産業創造と社会変革に向けた研究開発の推進 

  ２．２．人材、知、資金の好循環システムの構築 

  ２．３．国境を越えて人・組織の協働を促す国際共同研究・国際交流・科学

技術外交の推進 

  ２．４．情報基盤の強化  

  ２．５．革新的新技術研究開発の推進 

  ２．６．ムーンショット型研究開発の推進 

  ２．７．創発的研究の推進 

  ２．８．経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る研究開発の推進 

 ３．未来共創の推進と未来を創る人材の育成 （略） 

 ４．世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 （略） 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 （略） 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 （略） 

 

＜中長期目標＞ 

目 次 

（序文） 

Ⅰ．政策体系における法人の位置づけ及び役割 

Ⅱ．中長期目標の期間 

Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 １. 未来を共創する研究開発戦略の立案・提言 （略） 

２．知の創造と経済・社会的価値への転換 

  ２．１．未来の産業創造と社会変革に向けた研究開発の推進 

  ２．２．人材、知、資金の好循環システムの構築 

  ２．３．国境を越えて人・組織の協働を促す国際共同研究・国際交流・科学

技術外交の推進 

  ２．４．情報基盤の強化  

  ２．５．革新的新技術研究開発の推進 

  ２．６．ムーンショット型研究開発の推進 

  ２．７．創発的研究の推進 

  （新設） 

 ３．未来共創の推進と未来を創る人材の育成 （略） 

 ４．世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 （略） 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 （略） 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 （略） 
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第 ４ 期 （ 変 更 後 ） 第 ４ 期（ 現 行 ）※令和 3年 3月 1日改正版 
（序文）（略） 

 

Ⅰ．～Ⅱ．（略） 

 

Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

（略） 

 

１．（略） 

 

２．知の創造と経済・社会的価値への転換 

（略） 

 

２．１．～  ２．７．（略） 

 

２．８．経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る研究開発の推進 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第

63 号）第 27 条の 2 第 1 項に基づき、国から交付される補助金により基金を

設け、同項に規定する特定公募型研究開発業務として、経済安全保障上のニ

ーズを踏まえてシーズを育成するために国が設定する「ビジョン」の下、我

が国として確保すべき先端的な重要技術（個別技術及びシステム）について、

成果の公的利用も指向し、技術成熟度等に応じた技術流出防止に適応した研

究開発を推進する。 

 

３． (略) 

 

４．世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 

資金運用益の活用により国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の

（序文）（略） 

 

Ⅰ．～Ⅱ．（略） 

 

Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

（略） 

 

１．（略） 

 

２．知の創造と経済・社会的価値への転換 

（略） 

 

２．１．～  ２．７．（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． (略) 

 

４．世界レベルの研究基盤を構築するための大学ファンドの創設 

資金運用益の活用により国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の
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第 ４ 期 （ 変 更 後 ） 第 ４ 期（ 現 行 ）※令和 3年 3月 1日改正版 
整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動等

を通じて、我が国のイノベーション・エコシステム（注）の構築を目指し、

「助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにする

ための基本的な指針」（令和３年○月○日文部科学大臣決定。）及び助成資金

運用の基本方針（令和３年○月○日文部科学大臣認可。）に基づき、専門性等

の資質能力を有する優れた人材の確保等の体制整備を進めるなど、大学ファ

ンドの創設に向けた取組を進める。 

注 生態系システムのように、それぞれのプレーヤーが相互に関与して、自律

的にイノベーション創出を加速するシステム。 

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 

１．業務の合理化・効率化 

１．１．（略） 

１．２．人件費の適正化 

給与水準については、国家公務員及び大学ファンドに関しては民間資金運

用業界等の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について

厳しく検証した上で、機構の業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持する

とともに、その検証結果や取組状況を公表するものとする。 

また、適切な人材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できる

ものとし、高度で専門的な人材の報酬水準の妥当性については、国民に対し

て納得が得られる説明に努めるものとする。 

 

１．３．～１．４．（略） 

 

Ⅴ．～Ⅵ．（略） 

整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動等

を通じて、我が国のイノベーション・エコシステム（注）の構築を目指し、

大学ファンドの創設に向けた取組を進める。 

注 生態系システムのように、それぞれのプレーヤーが相互に関与して、

自律的にイノベーション創出を加速するシステム。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 

１．業務の合理化・効率化 

１．１．（略） 

１．２．人件費の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役

職員給与の在り方について厳しく検証した上で、機構の業務の特殊性を踏ま

えた適正な水準を維持するとともに、その検証結果や取組状況を公表するも

のとする。 

また、適切な人材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できる

ものとし、その際には、国民に対して納得が得られる説明に努めるものとす

る。 

 

１．３．～１．４．（略） 

 

Ⅴ．～Ⅵ．（略） 
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（別添）国立研究開発法人科学技術振興機構における評価軸（赤字・下線部分・取消線部分が追加箇所） 
項目 評価軸 評価指標 モニタリング指標 

2．知の創

造と経済・

社会的価値

への転換 

競争的資金等※に共通するモニタリング指標（略） 

2.1．～2.7．（略） 

2.8.経済安全保障の

観点からの先端的な

重要技術に係る研究

開発の推進 

 

（経済安全保障の観点

からの先端的な重要技

術に係る研究開発の推

進） 

・国から交付される補

助金による基金を設

置し、研究開発を推

進する体制の整備が

進捗したか。 

 

・基金の設置及び研究開

発を推進する体制の整

備の進捗 

・関係規程の整備状況 

 

今後の内閣府を中心とした関係府省による協議の結果等に基づき、 
次期中長期目標において評価軸・評価指標・モニタリング指標を定める。 


